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★
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
っ
て
何
？

　

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
と
は
、
ア
マ

チ
ュ
ア
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
文
化
活

動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
を
行
な

う
社
会
教
育
関
係
団
体
を
対
象
と
し

た
保
険
で
す
。
保
険
期
間
は
４
月
１

日
か
ら
翌
年
の
３
月
31
日
ま
で
の
１

年
間
と
な
り
ま
す
。

　

加
入
依
頼
書
は
中
央
公
民
館
１
階

社
会
教
育
課
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す

の
で
、
保
険
料
等
詳
し
い
内
容
に
つ

き
ま
し
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

大
崎
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

℡
０
９
９
‐
４
７
６
‐
０
５
４
８   

（
内
線
４
１
２
）

　

給
与
な
ど
、
そ
の
支
払
い
の
際
に

徴
収
し
た
所
得
税
は
、
そ
の
徴
収
し

た
月
の
翌
月
10
日
ま
で
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
ま
た
、
納
付
す
べ
き
源
泉
所
得

税
が
な
い
場
合
で
も
、
給
与
所
得
・

退
職
所
得
等
の
所
得
税
微
収
高
計
算

書
（
納
付
書
）
を
税
務
署
へ
提
出
し

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
ま

す
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
（e-T

ax

）
の
利
用
ま
た
は
郵
送

等
に
よ
っ
て
も
提
出
で
き
ま
す
）。

　

と
こ
ろ
で
、
給
与
の
支
給
人
員
が

常
時
10
人
未
満
の
事
業
所
で
は
、
一

定
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

毎
月
の
納
付
を
年
２
回
の
納
付
で
済

ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
を
「
源
泉
所
得
税
の
納
期
の

特
例
」
制
度
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
し
ま
す
と
、
１

月
か
ら
６
月
ま
で
に
支
払
っ
た
給
与

な
ど
の
所
得
か
ら
源
泉
徴
収
し
た
所

得
税
は
７
月
10
日
ま
で
に
、
７
月
か

ら
12
月
ま
で
に
支
払
っ
た
給
与
な
ど

の
所
得
か
ら
源
泉
徴
収
し
た
所
得
税

は
、
翌
年
の
１
月
10
日
ま
で
に
納
付

す
る
事
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
給
与
の
支
給
人
員
が
常

時
10
人
未
満
で
な
く
な
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
旨
の
届
出
書
を
遅
延
な
く

税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
納
期
の
特
例
の
承
認
を
受

け
て
い
る
源
泉
徴
収
義
務
者
の
方

で
、
一
定
の
手
続
き
を
行
え
ば
、
７

月
か
ら
12
月
ま
で
の
分
に
つ
い
て

は
、
翌
年
の
１
月
20
日
が
納
期
限
と

な
る
「
納
期
限
の
特
例
」
の
制
度
も

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
を
ま
だ
利
用
さ
れ

て
い
な
い
源
泉
徴
収
義
務
者
の
方
に

は
、
こ
の
機
会
に
利
用
さ
れ
る
よ
う

お
勧
め
し
ま
す
。

　

な
お
、
既
に
「
源
泉
所
得
税
の
納

期
の
特
例
」
を
利
用
さ
れ
て
い
る
源

泉
徴
収
義
務
者
の
方
は
、
平
成
20
年

１
月
か
ら
６
月
ま
で
に
徴
収
し
た
分

に
つ
い
て
、
忘
れ
ず
に
７
月
10
日
㈭

ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
源
泉
所
得
税
の
納
期
の
特
例
」

な
ど
の
こ
と
で
お
分
か
り
に
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
最
寄
り

の
税
務
署
や
税
務
相
談
室
に
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

大
隅
税
務
署

　

℡
０
９
９
‐
４
８
２
‐
０
０
０
７

　

鹿
児
島
税
務
相
談
室

　

℡
０
９
９
‐
２
５
５
‐
８
１
１
８

【
日　

時
】

　

５
月
20
日
㈫

　
　
　
　

10
：
00
〜
15
：
00

【
場　

所
】

　

山
形
屋
１
号
館
７
階
社
交
室

【
相
談
内
容
】

【
相
談
内
容
】

　

登
記
、
年
金
、
税
金
、
保
険
、
福

祉
、
賃
金
、
労
働
条
件
、
人
権
な
ど
、

主
に
国
の
行
政
に
対
す
る
苦
情
や
相

談
、
要
望
ご
と
に
応
じ
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

総
務
省
鹿
児
島
行
政
評
価
事
務
所

　

℡
０
９
９
‐
２
２
３
‐
１
１
０
０

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

情
報
告
知
板

お
知
ら
せ

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
の

加
入
は
お
済
み
で
す
か
？

暮
ら
し
の
何
で
も行

政
相
談
所

源
泉
所
得
税
の
納
期
の

特
例
と
納
付

「広報おおさき」に広告を掲載しませんか？
「広報おおさき」に掲載する広告（有料）を募集しています。
規格および掲載料

縦5㎝×横　 8.7㎝　　5,000円　2色刷り
縦5㎝×横　17.4㎝　10,000円　2色刷り
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